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山形県地球温暖化対策実行計画【中間見直し版】素案から答申案への修正箇所 

 

素案（パブリックコメント版） 答申案 

≪29 ページ≫ 

第６章 温室効果ガス削減のための施策展開 

１ 地球温暖化を防止する低炭素社会の構築 ～省エネルギーの推進～ 

（１）環境に配慮した行動の提唱・推進 

（前略） 

【施策の展開方向】 

① 持続可能な社会づくりのためのライフスタイルの提唱・推進 

ア 二酸化炭素を大幅に削減する低炭素で持続可能な社会のライフス

タイルの提示と普及啓発 

（前略） 

・ さらには、県内企業や県外・海外の先端技術や取組事例などについ

ても、広く紹介、情報提供する機会を設けていきます。 

 

≪29 ページ≫ 

第６章 温室効果ガス削減のための施策展開 

１ 地球温暖化を防止する低炭素社会の構築 ～省エネルギーの推進～ 

（１）環境に配慮した行動の提唱・推進 

  （前略） 

【施策の展開方向】 

① 持続可能な社会づくりのためのライフスタイルの提唱・推進 

ア 二酸化炭素を大幅に削減する低炭素で持続可能な社会のライフス

タイルの提示と普及啓発 

  （前略） 

・ さらには、県内企業や県外・海外の先端技術や取組事例などについ

ても、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用を検討しながら、広く紹介、情

報提供する機会を設けていきます。 

≪36 ページ≫ 

（２）先進的な地域システムの構築  

（前略） 

【施策の展開方向】 

① 二酸化炭素排出量削減の取組みの「見える化」 

（前略） 

・ 省エネルギー活動の推進や再生可能エネルギーの導入において、環

境配慮行動の成果としての節電量や二酸化炭素排出削減量を数値化す

る「県民省エネ節電所」を運営します。また、住民がより身近なもの

として取り組んでもらえるよう、地域における「見える化」を推進し

ます。 

 

（追加） 
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（２）先進的な地域システムの構築  

（前略） 

【施策の展開方向】 

① 二酸化炭素排出量削減の取組みの「見える化」 

（前略） 

・ 省エネルギー活動の推進や再生可能エネルギーの導入において、環

境配慮行動の成果としての節電量や二酸化炭素排出削減量を数値化す

る「県民省エネ節電所」を運営します。また、住民がより身近なもの

として取り組んでもらえるよう、地域における「見える化」を推進し

ます。 

 

【参考：県民省エネ節電所】 

家庭や事業所の省エネ・節電の取組みの報告を基に推計した節電量を、数値

や電球の大きさで表現しホームページに公表することで、取組みの成果を「見

える化」するもの（平成25年度から毎年度運営）。県内合計のほか４地域や市

町村単位でも公表。これにより、県民の取組み意識の高揚が期待される。 

http://eny.jp/setsudensyo/about/index.html 

 

※H28年度の実績：県内合計797万kwh（H29年2月23日現在） 

内訳：家庭569万kwh(3,028世帯)、事業所228万kwh(2,170事業所) 

資料６ 
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素案（パブリックコメント版） 答申案 

≪37 ページ≫ 

② 森林吸収源対策の推進 

（前略） 

・ 森林吸収量の数値目標を明確にするとともに、「やまがた森林ノミク

ス」の取組みの普及啓発を行うなど、県民の森林整備への意識向上を

図っていきます。 

 

（追加） 
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② 森林吸収源対策の推進 

（前略） 

・ 森林吸収量の数値目標を明確にするとともに、「やまがた森林ノミク

ス」の取組みの普及啓発を行うなど、県民の森林整備への意識向上を

図っていきます。 

 

 

【参考：やまがた森林(ﾓﾘ)ノミクス】 

森林資源を余すことなく活用する「緑の循環システム」を構築することによ

り、林業の振興を図り、関連産業や雇用創出への経済効果を生み出し、地域活

性化につなげていくことを目的に、山形県が全国で初めて提唱した取組み。平

成25年11月には、知事と県内全市町村長が参画して「やまがた里山サミット」

を設立し、「やまがた森林(モリ)ノミクス」宣言を行った。また、やまがた森林

ノミクスを更に推進するため、「山形県の豊かな森林資源を活用した地域活性化

条例」（通称：「やまがた森林（ﾓﾘ）ノミクス推進条例」）を制定した。（平成28

年12月可決成立、同月27日公布） 
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第７章 温室効果ガス削減のための各主体の役割 

（４）県の役割 

  （前略） 

○ 一事業所として率先した温室効果ガスの排出抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪50～51 ページ≫ 

第７章 温室効果ガス削減のための各主体の役割 

（４）県の役割 

  （前略） 

○ 山形県環境保全率先実行計画（第４期）に基づく県自らの事務・事

業活動の中での環境配慮の徹底による温室効果ガスの排出抑制及び

率先実行による県民及び事業者の環境配慮活動の促進 

 

 

【山形県環境保全率先実行計画（第４期）】 

 温対法に基づく県の地方公共団体実行計画（事務事業編）として平成28年2

月に策定。計画期間は平成28～32年度までの5年間とし、県の全ての行政

組織及び指定管理施設等が対象。平成25年度を基準に温室効果ガスについて

は△10％、エネルギー（電気、燃料類）・用紙・水道の使用量及びごみ排出

量についてはそれぞれ△７％を目標に設定し、省エネやリサイクルの推進、

ペーパーレスの推進等に取り組むこととしている。 
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素案（パブリックコメント版） 答申案 

≪51 ページ≫ 

（５）市町村の役割 

（略） 

（追加） 

 

 

 

図7-1 山形県の地球温暖化対策推進体制 
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（５）市町村の役割 

（略） 

（６）県地球温暖化防止活動推進センターの役割 

  ○ 全県的な普及啓発・広報活動、地球温暖化対策地域協議会の設

立・活動支援、地球温暖化防止活動推進員・活動団体への支援、

県民・事業者等からの照会・相談等への対応 など 

 

図7-1 山形県の地球温暖化対策推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＮＰＯ等

・省エネ診断など

支

援

等

山 形 県 地 球 温暖 化 防 止県 民 運 動 推 進 協 議 会

（県民運動の推進母体）

県地球温暖化防止活動推進センター(法第38条)

(指定団体:ＮＰＯ法人環境ネットやまがた)

・全県的な普及啓発、広報活動

・地球温暖化対策地域協議会の設立・活動支援

・地球温暖化防止活動推進員、活動団体への支援

・県民、事業者等からの照会、相談等への対応など

地球温暖化防止活動推進員

(法第37条)

・住民への情報提供、相談業務

・研修会や講座での講師、助言など

研修

地球温暖化防止対策コーディネーター

山形県協議会 (法第40条)

＜全県単位の広域的な地域協議会＞

・県全体の温暖化対策の推進

・情報の収集・提供

※会員は県地球温暖化防止活動推進セン

ター、市町村、総合支庁地域協議会

総合支庁地域協議会

＜総合支庁単位の広域的な地域協議会＞

・市町村単位の地域協議会の設立誘導

・広域事業の展開

・各地域協議会事業の調整など

市町村地域協議会

＜市町村単位の地域協議会＞

・地域での取組み方法の調査、検討

・住民への普及啓発事業の実施

・新エネ導入や省エネ運動の実施など

連携・協力

連携・協力

山 形 県

設

立

・

活

動

支

援

環境マイスター

（業界団体・NPO環境市民・推進センターによ

り認定）

〔自動車・家電・ｻｯｼｶﾞﾗｽの販売員〕

・買換時等における的確な環境

情報の提供など

連携・

協力

家 庭 事 業 所 県 民

家庭の

アクション

自動車の

アクション

市町村

総合支庁

温室効果ガスの排出抑制

ライフスタイルの変革 等

事業所の

アクション

経済団体、業界団体、消費者団体、

教育機関、マスコミ、環境団体 等

連携

・

協力

委嘱

県

参

加

・

実

践

特色ある地域

の取組・運動

等

参

加

・

実

践

参

加

・

実

践

連携・協力

情

報

提

供

、

研

修

会

・

講

座

等

開

催

、

助

言

等

地球温暖化防止国民運動

｢未来のために、いま選ぼう COOL CHOICE～賢い選択～｣、

｢気候変動キャンペーン『FUN to Share』みんなで

シェアして、低炭素社会へ」等
連携

参

加

・

実

践

［［［［実践実践実践実践・・・・普及普及普及普及のののの主体主体主体主体］］］］

［［［［地球温暖化防止推進拠点地球温暖化防止推進拠点地球温暖化防止推進拠点地球温暖化防止推進拠点］］］］

［［［［地域推進組織地域推進組織地域推進組織地域推進組織］］］］

ｾﾝﾀｰ指定

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置

連

携

情報提供、研修会・講座等開催、助言等

支援等 ＮＰＯ等 ・エコドライブ教室、省エネ診断など

山 形県 地 球 温暖 化 防 止県 民運 動推 進協 議 会

（県民運動の推進母体）

［地球温暖化防止推進拠点］［地球温暖化防止推進拠点］［地球温暖化防止推進拠点］［地球温暖化防止推進拠点］

県地球温暖化防止活動推進センター

（温対法第38条に基づき県が指定)

《指定団体:ＮＰＯ法人環境ネットやまがた》

・全県的な普及啓発、広報活動

・地球温暖化対策地域協議会の設立・活動支援

・地球温暖化防止活動推進員、活動団体への支援

・県民、事業者等からの照会、相談等への対応など

地球温暖化防止対策コーディネーター

［地域推進組織］［地域推進組織］［地域推進組織］［地域推進組織］

地球温暖化対策地域協議会（温対法第40条）

山形県協議会【県】

＜全県単位の広域的な地域協議会＞

・県全体の温暖化対策の推進

・情報の収集・提供

※会員： 山形県、市町村、総合支庁地域協議会、県地球温暖化防止活動推進センター

総合支庁協議会【総合支庁】

＜総合支庁単位の広域的な地域協議会＞

・市町村単位の地域協議会の設立誘導

・広域事業の展開

・各地域協議会事業の調整など

市町村協議会【市町村】

＜市町村単位の地域協議会＞

・地域での取組み方法の調査、検討

・住民への普及啓発事業の実施

山

形

県

設立・活動支援

県

民

家庭のアクション

事業所のアクション

自動車のアクション

(参加・実践)

温

室

効

果

ガ

ス

の

排

出

抑

制

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

の

変

革

等

［推進協議会構成団体［推進協議会構成団体［推進協議会構成団体［推進協議会構成団体］］］］

経済団体、業界団体、消費者団体、

教育機関、報道機関、環境団体 等

特色ある地域の

取組・運動等

地球温暖化防止活動推進員地球温暖化防止活動推進員地球温暖化防止活動推進員地球温暖化防止活動推進員（温対法第37条)

・住民への情報提供、相談業務

・研修会や講座での講師、助言など

環境マイスター環境マイスター環境マイスター環境マイスター

（業界団体・NPO環境市民・推進センターにより認定

〔自動車・家電・ｻｯｼｶﾞﾗｽ〕

・買換時等における的確な環境情報の提供など

地球温暖化防止国民運動 ｢未来のために、いま選ぼう COOL CHOICE ～賢い選択～｣、 ｢気候変動キャンペーン『FUN to Share』みんなでシェアして、低炭素社会へ｣ 等

研修・

支援

参加・実践

連携 ・ 協力

連携・

協力

県民運動

の推進

連携・

協力

照会・相談 等


